
登記事務の停止の解除について 

株式会社鴻池組東北支店の施行に係る利府町明ケ沢土地区画整理事業について、下

記登記事務停止区域内の不動産に関する換地処分の登記が令和７年１１月２１日に完

了しましたので、登記事務の停止を解除します。 

記 

仙台法務局 

管轄登記所   仙台法務局塩竈支局 

事務停止区域 ・宮城郡利府町赤沼字越戸の各一部 

       ・宮城郡利府町赤沼字明ケ沢の各一部 

       ・宮城郡利府町赤沼字放森の各一部 

（換地処分後 宮城郡利府町赤沼字越戸、字明ケ沢、字放森） 

 


